
11/12/2013

1

臨検対応の実務

労使トラブル未然防止のために

原 論（はら さとし）

（元 労働基準監督官）
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第１部 臨検対応の実務
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労働基準監督官採用試験

に合格して採用された厚生労働省の職員

厚生労働事務官、厚生労働技官とともに、

厚生労働本省、各都道府県労働局や労働基準監督署に配属される

国家公務員

全国に約３９００人
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従来 監督業務 → 監督官

安全衛生業務 → 技官

労災補償業務 → 事務官

現在、新人事制度というものが取り入れられ、

新規の事務官・技官の採用がなくなり、すべて監督官に
入れ替え予定

すぐにというわけではないが、そこそこの年数を経験し
た監督官も、他の課の業務につくようになっている

労働基準監督官の配属先

労働基準法

最低賃⾦法

家内労働法

労働安全衛⽣法

じん肺法 炭鉱災害による⼀酸化炭素中毒症
に関する特別措置法

作業環境測定法

賃⾦の⽀払いの確保等
に関する法律
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労働基準法

第１０１条

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建
設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用
者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

２ 前項の場合において、労働基準監督官は、その身
分を証明する証票を携帯しなければならない。

労働基準法

第１０２条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑
事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

特別司法警察員という位置づけ

警察が行う逮捕、捜索差押など
すべて可能
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監督課（方面）配属の監督官の業務

呼出し等による監督も含む
臨検監督

事故発生時の原因究明（技官業務）
災害調査

許認可申請に対する調査
許認可実地調査

賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく調査
未払賃金立替払実地調査

司法捜査

届け出書類等受付

相談対応
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※ 参考

監督業務では、事業場を訪問すること 臨検

安全衛生業務では 実地調査、立入など

労災業務では、臨戸 実地調査など

監督官の行う監督業務

定期監督

災害時監督

申告監督

再監督 16



11/12/2013

9

定期監督

各監督署ごと年間で立てられた計画をもとに、月別に監督官ごと割
り振られた監督

それぞれ、主眼となる項目があり、安全衛生に関する監督が最も多
くなる

特に、死亡事故の多い建設業がかなりの割合を占める

各監督署の地域性により、内容が異なる

17

必ず、監督復命書 を 作成することになる

上司の決裁が行われ、データとして記録される（永年）

全国どこからでも、違反の記録は閲覧可能（一部制限はある）

→ なかったことにはできない

臨検監督を実施すると
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行政運営方針

厚生労働省で定めた地方
運営方針に従い、各局の地
域性に応じて、どのような行
政を展開していくのか明ら
かにした文書
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どのような会社に
立ち入ってくるの
かは、完全に秘

ただし 運営方針を見ることに
より、その年度の傾向
が、容易に判断できる

重要という順番に項目が並べられている
一番多くの「人日」をかけることになる

※ ただし、署の地域性によっても違いが出てくる
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今年度 一番目に安全衛生に関する内容

今年は、12次労働災害防止計画の初年度

従来の災防計画と異なり、第三次産業等への災害防止が盛り込まれた

小売業、飲食業、社会福祉業の労働災害防止

運送業の荷役作業時の事故

必然的に、これらの業種への
安全衛生の指導が増えること
になる
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２３年中の定期監督（全国）

42417, 

32%

32911, 

25%

20994, 

16%

9337, 7%

6769, 5%

20401, 

15% 建設業

製造業

商業

保健衛生業

接客娯楽業

その他

データ：労働基準監督年報
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情報をもとに実施する監督

情報監督

申告監督 個人の権利救済を求める者からの
申し立てによる

個人の権利救済を求めることなく、事
業場の法令違反を知らせる目的で得
た情報
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情報監督

行くからには外したくない

ある程度確かなものから優先順位を付けて行う
情報は、本人、家族などの情報が主
命にかかわる問題は最優先

労働時間や時間外手当など、ある程度の把握は行っている可能性が
高い
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政府のブラック企業対策

長時間労働の抑
制に向けた、集

中的な取組

若者の「使い捨て」が疑われ
る企業等に対し、重点的な

監督指導を実施

過労死等事案を起こした企
業等について、再発防止の

取組を徹底

重大・悪質な違反が確認さ
れた企業等については、送

検し、公表

相談にしっかり対
応

９月１日（日）に、若者の「使い捨て」
が疑われる企業等に関する『電話

相談』を実施(終了）

「総合労働相談コーナー」、「労働
基準関係情報メール窓口」で相談

や情報を受け付け

職場のパワーハ
ラスメントの予
防・解決を推進

パワーハラスメント（パワハラ）によっ
て若者を使い捨てにすることをなくす
べく、労使をはじめ関係者に幅広く周

知・啓発

２０１３年 参議院議員選挙

居酒屋チェーン店の会長が政権政党から立候補し、当選

ブラック企業を推進する政党のイメージ
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政権政党の

イメージ低下

ブラック企業を

応援しない

政府による

ブラック企業

対策

災害時監督

各局の判断基準により臨検監督として指導を行う（食品機械、プレス災害 など）

事故の原因が法令違反によるものと推測され、設備の改善、作業の変更などが必要
になると判断した事故

労働者死傷病報告、労災保険の療養の給付等請求書（5号）により把握した災害
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申告監督

労働者の申告権に基
づき、事業場の法令違
反に対して改善の指導

を求める

相手を処罰してもらい
たいという意思とは異

なる

名前を明かしてもよい
という場合

匿名だが情報があった
と明かしてよい場合

情報があったことも匿
名にしてもらいたいとい

う場合

再監督

再び臨検監督を実施する

是正報告が行われていない事業場

是正報告書の内容が不十分なもの

違反内容が重大なもの

前述臨検監督 および 災害調査 を実施し、是正勧告書、もしく
は使用停止命令書を交付した事業場

36
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最終是正督促

同じ指摘事項を期日を区切って督促

それにも従わない場合には、送検手続きに移行
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監督以外での訪問

災害調査

許認可調査

未払賃金立替払
調査

司法捜査 39

災害調査

死亡事故や多数の負
傷者が発生した事故
その他重大な事故

速やかな調査を実施し、災害の原
因を突き止め、同種同様の災害を
防止する目的で実施

労働安全衛生法第91条に基づく立ち入る権限

司法警察員としての職務と区別する必要があ
るが、実際のところはごちゃ混ぜで行っている
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災害調査
の記事

送検の
記事
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必ず、災害調査復命書 を 作成することになる

調査終了時点で復命書を作成するが、

死亡事故などは厚生労働本省まで、その写しが上がる

→ 法規制の必要性についての検討材料

災害調査を実施すると

許認可調査

事業場から出される
許可・認可の申請

目安期間内までに調査を完了

必要に応じて実地調査を実施する

調査の日程は調整が可能
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未払賃金立替払実地調査

基本的には労働者
からの申請

会社が事業を停止しているかどう
か事実調査を行う

基本は、申告監督が前置

司法捜査

労働基準法など法
令違反について

送検することを目的
刑事訴訟法に基づく権限

社労士として関わることは
できない
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監督官の臨検監督等の拒否

臨検監督

司法捜査 裁判所による捜索差押許可証がな
ければ、任意での捜査

→ 拒否可能

各法令に基づく権限
裁判所の許可などは不要

拒否すると罰則の適用を受ける

第百一条（第百条第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏
の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載を
した帳簿書類の提出をした者

臨検監督の
拒否等

すぐに罰則を適用することはない

実際には

役所に対する心証が、非常に悪い

が、
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臨検監督の拒否事案

もともとの臨検理由に法令違反の疑いが強い場合、そ
の時点で捜索差押許可証を持っていることも

当初 担当１人

次回 担当＋上司

その次、複数で写真撮影（実況見分）

その回は見逃された場合でも

次回に、申告や情報などがもたらされた場合

前触れなく、強制捜査を受ける可能性がある
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臨検監督の
拒否等

事件として立件される可能性があるが、

臨検拒否を行う姿を労働者に見せてしま
うことの方が痛手

それよりも

役所と喧嘩しても、損は
あっても得はなし

51

簡単に状況を説明したうえで、後日に先延ばし
してもらうことは可能

責任者や担当者が不在の場合など

後日の臨検監督の際に、社労士同席が可能になる

あまり口を挟ませるのも印象が悪い
→ 隠し立てしているのではなど余計な疑念を抱かせてしまう

完璧な是正報告書を作成するほうが効果的
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確認事項

何を主眼として臨検監督を
行ったかにより異なる

労働時間の問題
賃金の支払い状況
就業規則の整備
雇入れの際の通知書交付状況
健康診断の実施状況
安全衛生委員会の開催状況
派遣労働者の場合、派遣先が元での契約状況を把握しているか
管理監督者の扱い

53

建設現場

現場の安全衛生管理状況の確認

足場や手すりの設置状況
開口部の状況
安全帯の着用状況
丸のこなどの安全装置状況
危険個所の立ち入り規制状況
作業主任者などの資格の状況
地下ピットなどの酸欠対策
安全衛生協議会の開催状況
新規入場者教育
届け出書類の確認

作業日報の確認 問題発覚の端緒となることもある
（虚偽報告）

54
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55

56
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製造現場

現場の安全衛生管理状況の確認

機械等の設置状況
開口部の状況
保護具の着用状況
フォークリフト等の状況
丸のこなどの安全装置状況
危険個所の立ち入り規制状況
作業主任者などの資格の状況
届け出書類の確認
派遣労働者の扱い

57

58
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問題の指摘

法令違反等があるため、その違反を解
消し、過去にさかのぼり是正を求める
ために交付する文書

是正勧告
書

緊急に改善しないと、生命や身体への
危険を及ぼす恐れのあるものに使用を
禁止したり、改善を命令する行政文書

使用停止
等命令書

法令違反等はないが、そのままにして
おくことが望ましくない状況に対して改
善を要求する文書

指導票
59

是正報告書

指定された期日までに、指摘を受けた事項に対して、どのよう
に改善を行ったのか報告する

具体的に改善した結果を

写真や資格証の写し、残業代支払いの計算書や
受取書などを添付する

60
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命令書以外、あくまでも、改善する・しないは任意

その後復命して完結させる必要がある
完結しない事案は、いつまでも手持ち
是正報告がない場合に送検もありうる

書面を交付した監督官

61

臨検監督に臨む姿勢

基本的におどおどしないこと
監督官の求めに応じて、あるものはある、ないものはないとする
すぐに送検ということは、初回の監督の場合はない

後で作ったりすると、虚偽報告により罰則適用も

▼ 調査に行った際、ない書類を作っていて、送検
したこともある（略式起訴され有罪確定）

62
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監督官の行う指導に問題があった場合

どうしても納得できない場合、管理者に

納得得られない回答の場合、監督署で他の者も入ってもらい協議

まずは監督官本人に対して確認

問題を発見

63

社労士という立場で喧嘩をすると

困るのは事業場

喧嘩しても、メリットがない
局にすぐに連絡しても、再び事業場に臨検することも

当然、監督官に当たり外れがある
会社が困らないように交通整理をするのが、本来の役目

64
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労働基準監督官

労働基準法など労働関係法令を遵守させることを目的

労働者の味方でも経営者の味方でも
ないことを再認識してもらいたい

65

第２部 労使トラブル未然防止のために
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経営
者

労働
者

高い賃金安い賃金

長い労働時間提供

短い労働時間提供

労働の目的

対峙

雇用契約

お互い、相反する目的をもった者同士が契約を行う

契約にないものが入ってくると、それぞれが、当然
おかしいという思いが出てくる

これだけ働くと言ったの
に、それなりのことをしな
い

こんな決めごとがあると
言ったのにそれを守らな
い

この時間で働く契約だっ
たのに、長すぎる

給料が約束と違う

この業務だけ行うはずな
のに、他の業務もやらさ
れる

経営者 労働者
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平成２４年中に監督署の窓口・労
働局企画室窓口で受けた相談の
状況

総件数 うち民事上の紛争 助言・指導申出 あっせん申請

全国 1,067,210 254,719 10,363 6,047

愛媛 9,702 2,223 101 48

民事上の紛争の内容

民事上の紛争 いじめ 解雇

全国 254,719 51,670 51,515

福岡 2,223 511 462

ここ数年来、いじめ・嫌がらせの相談が増加傾向
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民事上の問題以外の問題の相談が圧倒的に多い

解雇の手続きに関するトラブル

賃金不払いのトラブル

残業代不払いのトラブル

長時間労働に関するトラブル

有給休暇の付与に関するトラブル

臨検監督が実施されるこ
とになる

▼ 辞めた後にトラブル
支援団体を巻き込んでの大騒動
刑事告訴
民事訴訟
殺人事件などの刑事事件（実例あり）

不満が起きると、直接行動に出る場合もあるし、黙って
蓄積させて爆発の時を待つ場合もある

普段からガスを噴出させているなら、大爆発は起きにく
いが、周囲からうるさいやつと思われる

▼ 社長がうるさいと、従業員は働きづらい
パワハラになる場合も

▼ 従業員がうるさいと、経営者は煙たがる
辞めさせられてしまい、別の労働問題が発生することも

黙っていると、大爆発を起こした際、どうしようもない方
向に向かってしまうこともある
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基本的スタンス

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第２条

個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を
図るように努めなければならない

解決しようという意思があることを明ら
かにしておくことが重要

そうしないと、相手は、他の相談機関や、外部の労働組合など
の支援組織に駆け込む可能性がある

最悪のシナリオ

支援団体がつく

報道にリークされる

裁判等になる

掲示板などで散々書かれる
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あっせんも含めたＡＤＲ（裁判外紛争解決⼿続）

判例をもとにして解決を図っていくが、基本は歩み寄り

従業員、経営者が、どれだけ法令上の問題、就業規則の内容を認識しているか
日頃からの読み込みを行っておくこと
従業員を注意する際には、何が問題なのか、規則がどこなのか明らかにする

解決に裏技はない

トラブル時には、お互いの妥協がどこまでできるか

お互いにデメリットを説明
妥協点を探る必要

表に出てしまうとメリットがないことを明確にする

落とし所を見つけてあげること

振り上げたこぶしを下ろさせるために、どうするのか

とにかく冷静に対応

しかし冷たくしてはいけない
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社会保険労務士の関与

経営者から依頼される立場

言い分を鵜呑み

経営者の主張で見る

解決できるはずがない

労働法規の専門家としての立場

経営者から依頼される立場だか

言い分を聞く

労働者の言い分も聞く

解決できる可能性

自分が当事者になるのではなく、何が会
社の真の利益になるのか客観的に判断
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Plan

（計画）

Do
（実施）

Check
（監視）

Action
（改善）

労務管理におけるリスクマネジメント

ありとあらゆる場面に
この考え方が使える

重要なのはリスクの洗い出し

これまで起きた事例など踏まえ、あらゆる可能性を出してみる
可能性の高さ、重篤度を踏まえ、評価を行う

改善を行うべき優先順位を決める

パワハラ、セクハラ問題
長時間労働
サービス残業 など

従業員と一緒に
考える手法も

従業員のモチベーション維持
に使える

洗い出せないと、リスクを意識できない
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改正労働契約法

• 有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
より、無期労働契約に転換させる仕組みを導入

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

• 雇止め法理(判例法理) を制定法化

有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）

• 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労
働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更
の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

５年後にトラブル
のリスクが

改正高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

•継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準に
より限定できる仕組みを廃止

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

•継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで
拡大

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

•高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表

義務違反の企業に対する公表規定の導入

•事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

•厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引
き続き利用できる１２年間の経過措置

その他

継続雇用の契約
内容のトラブル
発生のリスクが

継続雇用の対象
者のトラブル発
生のリスクが
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経営者の有利にな
る労働環境整備

会社の真の利益になる
環境整備（Win‐Win)

経営者のためのト
ラブル解決

会社の真の利益になる
解決の模索（Win‐Win)

社会保険労務士の力を発揮する

原 論（はら さとし）

（元 労働基準監督官）


